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税務訴訟資料 第２５９号－３１（順号１１１４４） 

東京高等裁判所 平成 ●●年（○○）第 ●●号 法人税更正処分取消等請求控訴事件 

国側当事者・国（浦和税務署長） 

平成２１年２月１８日原判決取消・棄却・上告 

 （第一審・東京地方裁判所 平成 ●●年（○○）第 ●●号、平成２０年２月１５日判決、本資料２

５８号－３７・順号１０８９５） 

 

判 決 

控訴人（被告）    国 

代表者法務大臣    森 英介 

処分行政庁      浦和税務署長 

           木村 敏明 

指定代理人      堀田 秀一 

同          馬田 茂喜 

同          田部井 敏雄 

同          菊池 豊 

被控訴人（原告）   Ａ株式会社 

代表者代表取締役   甲 

訴訟代理人弁護士   山下 清兵衛 

同          北村 美穂子 

同          大森 浩司 

補佐人税理士     長島 良亮 

 

主 文 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

 主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 被控訴人の経理部長は、被控訴人の金員を詐取し、これを隠ぺいするため外注費が生じたよう

に装ったため、被控訴人の平成１２年１０月１日から平成１３年９月３０日までの事業年度及び

平成１４年１０月１日から平成１５年９月３０日までの事業年度の各法人税の確定申告には、架

空外注費が損金として計上されていた。 

 浦和税務署長は、上記各事業年度について、架空外注費の損金計上を理由として、被控訴人に

対し、平成１６年１０月１９日付けで法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした（た

だし、平成１４年１０月１日から平成１５年９月３０日までの事業年度については、平成１７年
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４月１４日付けで減額の更正処分がされている。）。 

 本件は、被控訴人が、架空外注費の額はこれを計上した事業年度の損金額から控除され、詐取

された架空外注費に相当する損害の額は同事業年度の損金の額に算入されるが、金員を詐取した

者に対する損害賠償請求権の額は、同事業年度の益金の額に算入する必要がないので、上記各処

分は違法であると主張して、更正処分については確定申告に係る金額を超える部分の取消しを、

賦課決定処分についてはその金額全部の取消しを求めるのに対し、控訴人が、詐取した者に対す

る損害賠償請求権の額は、詐取された架空外注費に相当する損害の額を損金の額に算入する事業

年度と同じ事業年度の益金の額に算入すべきであると主張して、被控訴人の請求を争う事案であ

る。 

 原判決は、被控訴人の請求を認容したので、控訴人が控訴をした。 

２ 本件における前提となる事実、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の適法性に関する控訴

人の主張並びに争点及び当事者の主張は、下記３に当事者の当審における主張を付加するほか、

原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１項ないし３項（原判決２頁１９行目か

ら同８頁８行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

３ 当事者の当審における主張 

(1) 控訴人 

ア 法人が従業員から資産を詐取され、そのことが後に発覚した場合、この詐取行為に係る損

失及び利益は、法人税法上、当該詐取行為が発生（又は実現）した各事業年度に遡って修正

処理することとなる。 

 そうすると、法人が従業員から資産を詐取され、これが架空外注費として経理処理されて

いた場合、架空外注費は、法人税法２２条３項に規定する損金の額に該当しないので、当該

架空外注費の金額が損金の額から減額される。また、法人が従業員から資産を詐取されて損

失を被っているので、同項３号により、損失額を損金の額に算入する。同時に、法人は、当

該従業員に対し損失額と同額の損害賠償請求権を取得することになるので、同条２項により、

損害賠償請求権の額を益金の額に算入することとなる。 

 ところで、収益については、その収入すべき権利が確定した時に属する年度の益金に計上

すべきであるという権利確定主義が採用されているが、権利の確定は、権利の発生と同一で

はなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識

することができるようになった時を意味するところ、法人資産の詐欺、横領等の場合には、

不法行為時に法人資産が外部に流失し、それと同時に不法行為者に対し直ちに履行を請求し

得る損害賠償請求権が取得されるのであるから、損害賠償請求権の権利の確定があったとい

うことができる。 

 なお、不法行為者の資力の有無は、損害賠償請求権の確定とは関係がなく、これは貸倒損

失として損金処理するかどうかの問題である。 

イ なお、法人税基本通達２－１－４３は、「他の者から支払を受ける損害賠償金（かっこ内

省略）の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入

するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年

度の益金の額に算入している場合には、これを認める。」と規定している。これは、不法行

為等によって生ずる損害賠償請求権の場合、そもそも相手方に損害賠償責任があるかどうか

について当事者間に争いのある場合が少なくなく、また、仮に相手方に損害賠償責任がある
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ことが明確であるとしても、損害賠償請求権の具体的な金額については、当事者の合意又は

訴訟等の結果を待たなければ確定しない場合が多いことから、そのような場合には、詐取行

為による損害に係る損失の計上と同時に、これに対応する損害賠償請求権を益金に計上する

ことの例外として、支払を受けることが確定した日の属する事業年度の益金に算入すること

を確認的に明らかにし、また、法人がその損害賠償請求権の額について実際に支払を受けた

日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認めることとしたものであ

る。 

 そして、法人の経理において売上げ除外や架空経費計上が行われた場合、それが法人の脱

税行為なのか個人が横領行為等を隠ぺいするための経理処理をしたものなのか判別困難で

あるから、税務行政の遂行に困難を来したり、収益計上時期の恣意的な操作を許して課税の

公平を維持できないといった重大な弊害を防止するため、当該法人の役員又は使用人に対す

る損害賠償請求権については、上記基本通達の範囲外としているのである。 

 本件は、乙が被控訴人の経理部長という立場を利用して被控訴人の金員を詐取したもので

あるから、上記通達が適用される場合には該当しないのである。 

(2) 被控訴人 

ア 法人税の課税対象は、法人の所得であるが、これは課税対象としての適格性（担税力の有

無を考慮し、無理のない相当性のある所得かどうかの判定）が要件とされる。したがって、

収益の帰属年度は、実現可能性の高い時点及び納税資金に困らない無理のない時点の観点か

ら判断されるべきである。 

 そうすると、法人税法上、収益は、確実性、客観性、経済的利益に加え、担税力があるこ

と、当該利益に現実的な処分可能性があることなどが計上の要件となる。 

 詐欺等の犯罪行為によって法人が被った損害の賠償請求権は、加害行為が秘密裏に行われ

たり、被害法人が損害発生や加害者を知らないことが多いので、民法上権利が発生しても、

これを直ちに行使することは事実上困難であり、また、犯罪行為を原因とする損害賠償請求

権は、一般的に履行可能性が低いのであるから、加害行為の発生により直ちに処分可能性の

ある経済的利益を客観的かつ確実に取得したとはいえないものである。 

 そうすると、法人が取得する上記の損害賠償請求権の額は、被害額を損金計上した事業年

度の益金に算入することは相当ではなく、万一損害が回収された場合に、その事業年度の益

金に算入することで足りるというべきである。 

イ 乙は、若干の資産は有していたが、約８０００万円の債務超過状態であって、被控訴人か

ら資産を詐取することによって、かろうじて破産を回避していたのである。したがって、損

害発生と同一事業年度中に損害を回復させることは事実上不可能であった。 

 そうすると、乙に対する損害賠償請求権の額は、本件各事業年度の益金の額に算入する必

要はなく、万一回収された場合にその事業年度に収益計上するのが社会通念にも合致する。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所は、被控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、下記２以下

のとおりである。 

２ 本件各賦課決定処分に至る経緯 

 前記前提となる事実、関係証拠（甲１０の２ないし７、甲１３、乙１９及び関係箇所に掲記の

各証拠）、弁論の全趣旨によれば、次のとおりの事実が認められる。 
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(1) 被控訴人及び乙について 

ア 被控訴人は、親族である甲、丙、丁が株式を保有し、甲が代表取締役に、丙、丁等が取締

役に就任していた資本金５０００万円の同族会社であり、ビル総合清掃業務等を業としてい

た（甲１の１、２、乙１、１２）。 

イ 乙は、幾つかの会社でいずれも経理関係の仕事に従事していたが、平成３年１２月３０日

から平成５年１２月１０日までの間に、当時勤務していたＢ株式会社（以下「Ｂ」という。）

から、同社の金員５０６４万１７００円を横領し、同社に同額の損害を与えたため、平成５

年１２月ころ懲戒解雇された（甲１０の１）。そして、乙は、平成６年２月２６日、Ｂとの

間で、上記損害金５０６４万１７００円を平成６年２月から平成１１年１月までの間に分割

して支払う旨約した（甲７）。 

ウ 乙は、上記懲戒解雇後、他１社の勤務を経て、平成９年４月、被控訴人に入社した（甲１

０の１）。 

(2) 乙の職務（甲３、甲１０の３） 

ア 乙は、被控訴人に入社と同時に経理課長に就任し、平成１１年５月、経理部長に就任した。 

 乙は、被控訴人の経理業務の責任者として総勘定元帳作成の基礎となる実務上の処理一切

を行い、特に、外注費の支出書類の作成及びその支払手続業務を一任されていた。 

イ 乙が行っていた外注費の支出書類の作成及びその支払手続は、次のようなものであった。 

(ア) 被控訴人が外注先から外注取引に係る請求書を受領すると、被控訴人の営業部におい

てその内容を確認し、確認済みの請求書を乙に回す。 

(イ) 乙は、外注費が毎月末ころ支払われるため、その支払準備として、毎月、上記請求書

の金額及び外注内容を支払明細表の用紙に記載して、当該月の支払明細表（乙７）を作成

する。 

(ウ) 乙は、被控訴人の取引銀行（Ｃ銀行北浦和支店、後のＣ銀行北浦和支店）の預金口座

（以下、上記取引銀行を「本件取引銀行」、上記預金口座を「本件預金口座」という。）か

ら金員が引き出されて各外注先の金融機関の口座に外注費が振り込まれるため、支払明細

表に基づき、本件取引銀行に対し外注先の金融機関の口座に外注費を振り込むことを依頼

する旨の振込依頼書を作成する。そして、当該月に支払われるべき外注費の総額を算出し

て、本件取引銀行あての払戻請求書に上記外注費総額を記載し、さらに、上記手続のまと

めとして、振込依頼書の枚数と外注費の合計額を記載したメモを作成する。 

(エ) 乙は、払戻請求書、振込依頼書及び上記メモを、被控訴人の専務取締役である丙（以

下「丙専務」という。）に回し、丙専務の決裁を受ける。丙専務は、決裁をすると、同専

務が保管する銀行届出印により、払戻請求書に押印し、これを乙に交付する。 

(オ) 乙は、押印済みの払戻請求書と振込依頼書を本件取引銀行に持参し、本件預金口座か

ら払戻請求書の金額を払い戻してこれを振込依頼書に記載された各外注先の金融機関の

口座に振り込むよう依頼する。そして、上記手続が完了すると、本件取引銀行から、振込

領収書（振込完了のお知らせ）を受領し、これを被控訴人に提出する。 

 なお、振込依頼書（乙９）は、１部に１５箇所への振込依頼を記載するものであるが、

多いときはこれが１回で１０部くらいになり、払戻請求金額は、多いときは１回で８００

０万円くらいになっていた。 

(カ) 乙は、上記振込手続が完了すると、被控訴人の確定申告の事務を受託していた税理士
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事務所に支払明細表を交付したり、ファックス送信し、同税理士事務所がこの支払明細表

に基づき、被控訴人の外注費に係る総勘定元帳を作成し、それらに基づき被控訴人のため

法人税の確定申告をしていた。 

(3) 乙の本件詐取行為（甲３、１０の２ないし７、１２、乙９、１０、１９） 

ア 乙は、借金の返済などに窮したため、被控訴人への入社から間もない平成９年９月から平

成１６年３月までの間、架空外注費を計上する方法で、被控訴人から総額約１億８８１５万

０４７５円を詐取した。その方法は、次のとおりであった。 

(ア) 乙は、正規の振込依頼書とは別に、乙が管理する株式会社Ｄ銀行（後の株式会社Ｄ銀

行）昭島支店の戊名義の普通預金口座（以下「乙預金口座」という。）を振込先とし、虚

偽の金額を記入した架空振込依頼書を作成する。 

(イ) 乙は、払戻請求書の払戻額の欄に、正規の振込依頼書の金額の合計額に架空振込依頼

書の金額を上乗せした虚偽の金額を記載し、また、メモにも同じ虚偽の金額を記載した上

で、丙専務に対し、上記虚偽の金額を記載した払戻請求書、正規の振込依頼書、虚偽の金

額を記載したメモを提出し、架空振込依頼書の金額の外注費が生じているように装って、

その旨丙専務を欺罔した（なお、正規の振込依頼書の合計金額は、払戻請求書及びメモの

金額とは合致しない。）。丙専務は、メモの金額と払戻請求書の金額を確認するだけで、正

規の振込依頼書の合計金額を確認しなかったため、架空振込依頼書の金額についても、外

注費が生じていているものと誤信し、払戻請求書に銀行届出印を押印し、各振込先への支

払を決裁した。 

(ウ) 乙は、本件取引銀行に対し、被控訴人の銀行届出印が押印された払戻請求書、正規の

振込依頼書及び架空振込依頼書を提出して、本件預金口座から払戻請求書の金額を払い戻

してこれを正規の振込依頼書及び架空振込依頼書に記載された金融機関の口座にこれら

に記載された金額に分けて振り込むよう依頼した。その結果、架空振込依頼書に記載され

た金額が乙銀行口座に振り込まれた。本件取引銀行は、上記手続完了後、振込領収書（振

込完了のお知らせ）を交付したが、乙は、架空振込の部分は破棄し、その部分は被控訴人

に提出しなかった。 

(エ) 乙は、上記(ウ)の手続の後、支払明細表に、架空の業務内容及び架空振込依頼書の振

込金額を追加して記載し、これを被控訴人の確定申告の事務を受託していた税理士事務所

に提出した。税理士事務所は、支払明細表の払戻金額及び支払金額を本件預金口座の通帳

で確認した上（請求書の合計金額と払戻金額及び支払金額との照合は行わなかった。）、支

払明細表に記載された金額を外注費と消費税に区分し、これを基に被控訴人の総勘定元帳

を作成した。そして、それらに基づき本件各事業年度につき法人税の確定申告をした。 

イ 乙が平成１３年９月期に詐取した金額は、別紙「平成１３年９月期の納付すべき法人税額」

の「外注費の架空計上額」欄に記載された金額のとおりであり、平成１５年９月期に詐取し

た金額は、別紙「平成１５年９月期の納付すべき法人税額」の「外注費の架空計上額」欄に

記載された金額のとおりである。 

ウ 乙は、乙銀行口座に入金された金員をすべて領得し、これを費消した（甲８の１ないし４、

甲９）。 

(4) 本件詐取行為の発覚等 

ア 浦和税務署長は、平成１６年４月１４日、被控訴人に対する税務調査を行ったところ、平
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成９年９月期から平成１５年９月期までの各事業年度において、架空外注費が計上されてい

ることが発覚した。 

 そこで、浦和税務署長は、平成１６年１０月１９日、平成９年９月期から平成１５年９月

期まで（平成１１年９月期を除く）の６事業年度について、法人税の更正処分及び重加算税

の賦課決定処分をした。なお、その後浦和税務署長は、売上げの過大計上額を認定し、平成

１７年４月１４日付けで、平成１４年９月期について被控訴人の申告額を下回る更正処分を

し、平成１５年９月期について税額を一部減額する更正処分及び賦課決定処分をした。 

イ 被控訴人は、本件各更正処分がされる以前である平成１６年５月１３日、架空外注費の損

金計上は乙の詐欺行為によるものであるとして、乙を懲戒解雇するとともに、同年７月３０

日、乙を詐欺罪等で告訴した（乙４、５）。 

ウ 被控訴人は、同じく本件各更正処分がされる以前である平成１６年９月７日、さいたま地

方裁判所に対し、乙に対する損害賠償請求訴訟を提起し（甲１２）、同裁判所は、同年１０

月２７日、乙に対し、１億８８１５万０４７５円及びこれに対する平成１６年９月１４日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を被控訴人に支払うよう命ずる判決を言い渡し、同

判決は確定した（乙３）。 

エ 乙は、平成１６年１１月２５日、詐欺罪で起訴され、平成１７年６月８日、懲役４年の実

刑判決を受け、同判決は確定した（乙２）。 

(5) 本件詐取行為当時の乙の経済状況 

ア 乙は、本件詐取行為による損害賠償債務を負うものである。また、乙は、本件各事業年度

当時、上記損害賠償債務以外に、上記(1)イのＢに対する残債務（平成１６年４月時点で約

４８００万円（甲７））、住宅ローン残債務（平成１６年１１月時点で約４２００万円（甲１

０の２））、相当額のカードローン債務を負っていたが、これらの分割返済（Ｂ月額５万円、

住宅ローン月額約１６万円）を怠ることはなく、被控訴人から月額にして３０万円を超える

給与を得ていたほか、平成６年７月１９日に約５０００万円で購入した自宅マンション（住

宅ローンの担保権が設定されている。甲１１。）を所有し、平成１３年９月期終了当時で４

００万５１０１円、平成１５年９月期終了当時で４６０万４１８１円の銀行預金を有し（争

いがない。）、自家用車（少なくとも１台。時価約２００万円相当）を所有していた（甲１０

の１、２）。 

イ 乙は、本件詐取行為に係る刑事裁判の際、被控訴人に対し、上記自家用車１台を売却して、

２００万円の弁償を申し出たが、被控訴人は、この受領を拒絶した（争いがない。）。 

３ 損害賠償請求権の計上時期について 

(1)ア まず本件詐取行為に係る架空外注費は、外注費として被控訴人が支出したものではなく、

法人税法２２条３項に規定する損金の額に該当しないので、架空外注費相当額が詐取された

事業年度の損金の額から減額され、他方、被控訴人は、架空外注費相当額を詐取されている

ので、同項３号により、これを詐取された事業年度の損金の額に算入することとなる（なお、

後記イのように、詐取された架空外注費相当額の損失を詐取された事業年度の損金に算入す

ることは問題がない。）。 

 イ 問題は、本件詐取行為により被控訴人が取得した損害賠償請求権（以下これを「本件損

害賠償請求権」という。）をどの事業年度の益金に計上すべきかという点である。 

 ところで、法人税法上、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金
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の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る収益

の額とするものとされ（法人税法２２条２項）、当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥

当と認められる会計処理の基準に従って計算すべきものとされている（同条４項）。したが

って、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の

基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入

すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものというべきである（権利確

定主義。最高裁平成５年１１月２５日第一小法廷判決・民集４７巻９号５２７８頁等参照）。

なお、ここでいう権利の確定とは、権利の発生とは同一ではなく、権利発生後一定の事情が

加わって権利実現の可能性を客観的に認識することができるようになることを意味するも

のと解すべきである。 

 また、法人税法上、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額

に算入すべき金額として、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの（同

条３項３号）が掲げられているところ、本件のような不法行為により発生した損失はこれに

該当し、その額を損失が発生した年度の損金に計上すべきものと解されている（最高裁昭和

４３年１０月１７日第一小法廷判決・裁判集民事９２号６０７頁参照）。 

 そして、本件のような不法行為による損害賠償請求権については、通常、損失が発生した

時には損害賠償請求権も発生、確定しているから、これらを同時に損金と益金とに計上する

のが原則であると考えられる（不法行為による損失の発生と損害賠償請求権の発生、確定は

いわば表裏の関係にあるといえるのである。）。 

 ウ もっとも、本件のような不法行為による損害賠償請求権については、例えば加害者を知

ることが困難であるとか、権利内容を把握することが困難なため、直ちには権利行使（権利

の実現）を期待することができないような場合があり得るところである。このような場合に

は、権利（損害賠償請求権）が法的には発生しているといえるが、未だ権利実現の可能性を

客観的に認識することができるとはいえないといえるから、当該事業年度の益金に計上すべ

きであるとはいえないというべきである（そのような場合にまで、法的基準に拘泥して収益

の帰属年度を決することは妥当でないのである。なお、最高裁平成４年１０月２９日第一小

法廷判決・裁判集民事１６６号５２５頁参照）。このような場合には、当該事業年度に、損

失については損金計上するが、損害賠償請求権は益金に計上しない取扱いをすることが許さ

れるのである（法人税基本通達２－１－４３が、「他の者から支払を受ける損害賠償金（中

略）の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入す

るのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度

の益金の額に算入している場合には、これを認める。」と規定し、損失の計上時期と益金と

しての損害賠償金請求権の計上時期を切り離す運用を認めているのも、基本的には、第三者

による不法行為等に基づく損害賠償請求権については、その行使を期待することが困難な事

例が往々にしてみられることに着目した趣旨のものであると解するのが相当である。）。 

 ただし、この判断は、税負担の公平や法的安定性の観点からして客観的にされるべきもの

であるから、通常人を基準にして、権利（損害賠償請求権）の存在・内容等を把握し得ず、

権利行使が期待できないといえるような客観的状況にあったかどうかという観点から判断

していくべきである。不法行為が行われた時点が属する事業年度当時ないし納税申告時に納

税者がどういう認識でいたか（納税者の主観）は問題とすべきでない。 



8 

 エ なお、権利確定主義にいう収入すべき権利の確定の時期については、基本的には法的基

準によって判断していくものである（法的基準により判断することで、法的安定性、徴税の

公平性が担保される。）から、債務者の資力、資産状況等といった経済的観点により債権の

実現（債務の履行）可能性を判断し、それが乏しい場合には益金計上をしなくてよいとする

処理は妥当でないというべきで、このような経済的観点からの実現（履行）可能性の問題は、

下記の貸倒損失の問題として捉えていくのが相当である。損害賠償請求権については、確か

にこれと通常の商行為に基づく債権とを比較すると、経済的な観点からの実現（履行）可能

性の乏しいものが多いといえるが、だからといってこれを別に扱う理由はないというべきで

ある（以上、前掲最高裁昭和４３年１０月１７日判決参照）。 

 オ ただし、損害賠償請求権がその取得当初から全額回収不能であることが客観的に明らか

であるとすると、これを貸倒損失として扱い、法人税法２２条３項３号にいう当該事業年度

の損失の額として損金に算入することが許されるというべきである（前掲最高裁昭和４３年

１０月１７日判決。なお、最高裁平成１６年１２月２４日第二小法廷判決・民集５８巻９号

２６３７頁参照）。また、取得当初はそういえなかったとしても、その後そうなったという

場合は、その時点の属する事業年度の損金に算入することが許されるというべきである。 

 もっとも、上記のように、貸倒損失として損金に算入するためには全額回収不能であるこ

とが客観的に明らかである必要がある（前掲最高裁平成１６年１２月２４日判決）ところ、

この全額回収不能であることが客観的に明らかであるといえるかどうかは、債務者の資産・

負債の状況、支払能力、信用の状況、当該債権の額、債権者の採用した取立手段・方法、取

立てに対する債務者の態度・対応等諸般の事情を総合して判断していくべきものである。 

(2) 以上の考え方に基づき、本件について検討する。 

ア 上記(1)イによれば、本件各事業年度において、本件詐取行為により被控訴人が受けた損

失額を損金に計上すると同時に益金として本件損害賠償請求権の額を計上するのが原則と

いうことになるが、本件各事業年度当時の客観的状況に照らすと、通常人を基準にしても、

本件損害賠償請求権の存在・内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないといえるとすれ

ば、当該事業年度の益金に計上しない取扱いが許されるということになるから、その点を検

討する。 

 この点については、上記認定（上記２(3)）によれば、乙は、被控訴人の経理担当取締役

らに秘して本件詐取行為をしたものであり、被控訴人の取締役らは当時本件詐取行為を認識

していなかったものではあるが、本件詐取行為は、経理担当取締役が本件預金口座からの払

戻し及び外注先への振込み依頼について決裁する際に乙が持参した正規の振込依頼書をチ

ェックしさえすれば容易に発覚するものであったのである（同２(3)ア(イ)）。また、決算期

等において、会計資料として保管されていた請求書と外注費として支払った金額とを照合す

れば、容易に発覚したものである（同(2)イ、(3)ア）。こういった点を考えると、通常人を

基準とすると、本件各事業年度当時において、本件損害賠償請求権につき、その存在、内容

等を把握できず、権利行使を期待できないような客観的状況にあったということは到底でき

ないというべきである。 

 そうすると、本件損害賠償請求権の額を本件各事業年度において益金に計上すべきことに

なる。 

イ 次に、本件各事業年度当時において、本件損害賠償請求権は全額回収不能であることが客
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観的に明らかであったといえるかを検討する。 

 上記認定（上記２(5)ア）によると、①本件各事業年度当時でみると、乙は、資産として、

約５０００万円で購入したマンションを有していたほか、約２００万円相当の自家用車を所

有していたし、約４００万円程度の預金を有していた。また、月額３０万円を超える金額の

給与を得ていた（被控訴人から懲戒解雇されたのは平成１６年５月であり、また、乙に対し

実刑判決が言い渡されたのは平成１７年６月で、いずれも本件各事業年度が経過した後の出

来事である（同２(4)イ、エ）。）。また、②上記認定（同２(5)イ）のように、本件各事業年

度が経過した後のことであるが、乙は、本件詐取行為に係る刑事裁判の際、２００万円の弁

償を申し出ている。確かに、乙は、本件損害賠償請求権に係る債務のほかＢに対する債務や

住宅ローン債務等を抱えていたから、本件各事業年度当時、債務超過に陥っていた可能性が

高いが、本件各事業年度当時、①のような資産を有するなどしていて、全く弁済能力がなか

ったとはいえないのであるから（②の事実からもそのことが強く推認される。）、本件各事業

年度当時において、本件損害賠償請求権が全額回収不能であることが客観的に明らかであっ

たとは言い難いといわなければならない。 

 そうすると、本件損害賠償請求権の額を本件各事業年度において貸倒損失として損金に計

上することはできないことになる。 

４ 本件各更正処分の適法性について 

 以上を前提にすると、被控訴人の本件各事業年度の法人税に係る納付すべき税額は、別紙「平

成１３年９月期の納付すべき法人税額」及び「平成１５年９月期の納付すべき法人税額」のとお

りとなり（弁論の全趣旨）、平成１３年９月期が１８８２万４０００円、平成１５年９月期が１

５３６万３１００円となるが、これらの金額は、本件各更正処分の納付すべき税額、すなわち、

平成１３年９月期の１６９６万９４００円（原判決別表１－１）、平成１５年９月期の１３０１

万２２００円（原判決別表１－２）をいずれも上回るから、本件各更正処分はいずれも適法とい

うことになる。 

５ 本件各賦課決定処分の適法性について 

 以上によれば、被控訴人は、本件各事業年度の法人税について、納付すべき税額を過少に申告

したというべきである。そして、本件では、そのことにつき国税通則法６５条４項にいう正当な

理由がある（すなわち、真に納税者の責めに帰することができない客観的事情があり、過少申告

加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場

合に当たる）とは認められない。 

 また、上記認定（上記２(3)ア）によれば、乙が隠ぺい、仮装行為をし、被控訴人は、それに

基づき架空外注費を計上して確定申告を行ったものである。そして、上記認定（同２(2)ア）に

よれば、乙は、被控訴人の経理業務の責任者で実務上の処理を任されていた者であり、かつ、被

控訴人としても、容易に乙の隠ぺい、仮装行為を認識することができ（同２(3)ア(イ)）、認識す

ればこれを防止若しくは是正するか、又は過少申告しないように措置することが十分可能であっ

たのであるから、乙の隠ぺい、仮装行為をもって被控訴人の行為と同視するのが相当である。そ

うすると、本件で、国税通則法６８条１項により過少申告加算税に代え重加算税を課したことに

違法はない。 

 そうすると、本件各賦課決定処分も適法というべきである。 

６ 結論 
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 よって、被控訴人の請求をいずれも認容した原判決は不当であるから、これを取り消した上、

被控訴人の請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第９民事部 

裁判長裁判官 大坪 丘 

   裁判官 宇田川 基 

   裁判官 尾島 明 
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別紙 

平成１３年９月期の納付すべき法人税額 

（単位：円） 

項目 順号 金額 

申告所得金額 ① ３５，５８８，２０３

外注費の架空計上額 ② ２４，７６１，９１１

損害賠償請求権の益金算入額 ③ ２６，０００，０００

雑益の益金算入額 ④ ２９

交際費等の損金不算入額 ⑤ ４７５，０００

加
算 

加算計（②＋③＋④＋⑤） ⑥ ５１，２３６，９４０

本件詐取行為による損害の損金算入額 ⑦ ２６，０００，０００

売上金額の過大計上額 ⑧ ５１１，２４０

寄附金の損金不算入額の減少額 ⑨ ３０９，０７１

減
算 

減算計（⑦＋⑧＋⑨） ⑩ ２６，８２０，３１１

所得金額（①＋⑥－⑩） ⑪ ６０，００４，８３２

法人税額 ⑫ １７，３６１，２００

課税留保金額に対する税額 ⑬ １，４９４，９００

法人税額計（⑫＋⑬） ⑭ １８，８５６，１００

控除所得税額 ⑮ ３２，０３４

納付すべき法人税額（⑭－⑮） 

（100円未満の端数切捨て） 
⑯ １８，８２４，０００
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別紙 

平成１５年９月期の納付すべき法人税額 

（単位：円） 

項目 順号 金額 

申告所得金額 ① ３９，１９５，８５９

外注費の架空計上額 ② ３１，１００，０００

損害賠償請求権の益金算入額 ③ ３２，６５５，０００

交際費等の損金不算入額 ④ １，２６７，５００

支払手数料の損金不算入額 ⑤ ５００，０００

貸倒引当金繰入限度超過額 ⑥ ２２９，０８０

加
算 

加算計（②＋③＋④＋⑤＋⑥） ⑦ ６５，７５１，５８０

本件詐取行為による損害の損金算入額 ⑧ ３２，６５５，０００

寄附金の損金不算入額の減少額 ⑨ ４０６，４７０

貸倒引当金繰入限度超過額認容額 ⑩ ５７８，９２２

繰越欠損金の当期控除額の損金算入額 ⑪ ２６，１２０，８６３

減
算 

減算計（⑧＋⑨＋⑩＋⑪） ⑫ ５９，７６１，２５５

所得金額（①＋⑦－⑫） ⑬ ４５，１８６，１８４

法人税額 ⑭ １２，９１５，８００

課税留保金額に対する税額 ⑮ ２，４５５，０８５

法人税額計（⑭＋⑮） ⑯ １５，３７０，８８５

控除所得税額 ⑰ ７，６９７

納付すべき法人税額（⑯－⑰） 

（100円未満の端数切捨て） 
⑱ １５，３６３，１００

 


